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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両端部が閉じる方向に付勢され、湾曲状に形成されたシリコン材からなる略同一幅で形
成された帯状の弾性材本体を備え、
　前記弾性材本体の両側端部の内側全面には肌に接着するための接着剤が付着された、首
筋の両側に接着して接着肌部分を互いに内側に引寄せる接着部を有し、
　前記弾性材本体の外側長手方向には、外方に突出するリブが設けられていることを特徴
とする皺除去クリップ。
【請求項２】
　前記リブは、弾性材本体の幅方向に複数設けられていることを特徴とする請求項１に記
載の皺除去クリップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、首の皺、たるみを目立たなくするための皺除去クリップに関する。　
【背景技術】
【０００２】
　通常の化粧や美容アクセサリーで隠すことのできない加齢による首の皺、たるみを外出
時に簡単に消す手段としては、登録実用新案公報第３０５５１２２号に開示された首の皺
の皺伸ばし器がある。かかる皺伸ばし器は、弾力性の強い金属や形状記憶合金製の湾曲し
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た弧状の弾性体とこの両端に別体に取付けられた挟み具とからなり、全体としてイヤーホ
ーンのような形状をなしている。
【特許文献１】実用新案登録第３０５５１２２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、かかる首の皺伸ばし器は、針金状の弾性体又は形状記憶合金からなる弾
性材本体と、この両端部に別体に取付けられた挟み具２とからなっており、嵩張っており
、製作に費用がかかるという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　そこで、本発明の皺除去クリップは、両端部が閉じる方向に付勢され、湾曲状に形成さ
れたシリコン材からなる略同一幅で形成された帯状の弾性材本体を備え、前記弾性材本体
の両側端部の内側全面には肌に接着するための接着剤が付着された、首筋の両側に接着し
て接着肌部分を互いに内側に引寄せる接着部を有し、前記弾性材本体の外側長手方向には
、外方に突出するリブが設けられていることを特徴とする。
　また、前記リブは、弾性材本体の幅方向に複数設けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の皺除去クリップは、帯状の弾性材を一体成形してなり、接着部を弾性材本体の
両端部に折曲形成してなるのでコンパクトで製作が容易で、かつ安価にできるという効果
を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【０００９】
　図１において、本発明の首の皺除去クリップＣは、一枚の弾性帯状部材からなり、ほぼ
円形に湾曲した弾性材からなる本体１を有し、この両端部は開口しており、その開口部分
に本体１の両端部を一体的に折曲形成して放射方向に所定長伸ばされ、首の後ろの首筋に
肌接触する接着部２、２を備えている。前記皺除去クリップＣには、長手方向に外方に突
出したリブ３、３が形成され、このリブ３は帯状部材の強度アップに寄与している。この
リブ３は、本体１と同一材料でもよいし、他の補強材（バネ材）でもよい。前記皺除去ク
リップＣはシリコン材又は弾性プラスチック樹脂（例えば変性ポリエチレンテレフタレー
ト）からなっており、この代わりに公知の形状記憶合金で一体的に成形してもよい。
【００１０】
　前記接着部２の内面には、図２に示すように、粘着材４が付着され、この粘着材４は剥
離紙５に被服され、この剥離紙５が使用時に剥がされて背面首筋の両側に接着部２が付着
される。又、シリコン素材を接着部に用いても良い。
【００１１】
　使用時には図３に示すように、本体１を両側に開いて首筋左右に接着部２を貼付すると
、本体１の弾性により左右の接着部２は互いに近接する方向に付勢されているので、首正
面の皺あるいはたるみが引き寄せられてそれらが除去される。この際、皺除去クリップＣ
の使用を隠蔽するために擬似髪からなる被い６を真の髪７の下端部に取付けてもよい。
【００１２】
　なお、接着部２を首筋に付着させる時に、肌の保護として先ず接着部２に対応する皮膚
面に保護布を付着せしめ、この保護布の上に接着部２を接着させてもよい。また、肌に保
護液を塗布してもよく、専用液を塗布してから接着部２を取り外すこともできる。
【００１３】
　なお、クリップCは、コンパクトに形成するために、例えば２センチメートル以上の幅W
の帯状弾性部材で形成し、本体直径Dを３センチメートルから４センチメートルに形成す
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るのがよい。この大きさが通常人の体型に適合している。また、接着部の長さｌは１．５
センチメートルから２．５センチメートルで十分に首肌に接着できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の皺除去クリップの斜視図である。
【図２】図１における皺除去クリップの接着部の拡大図である。
【図３】本発明の皺除去クリップを首筋に接着せしめた状態図である。
【符号の説明】
【００１５】
１…本体
２…接着部
３…リブ
４…粘着材
５…剥離紙
６…被い

【図１】

【図２】

【図３】
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